
 

「防災情報ガイド」について 
  
 

災害による被害を最小化するためには、災害が発生し、又は発生するおそれ

が生じたときに、一人ひとりが災害に関する情報を収集し、状況を直ちに把握

して、早めに避難行動等をとることが重要です。 

そこで、市民の皆さんが、災害に関する情報をより迅速・的確に把握し、か

つ、有効に活用していただくことができるよう、災害時の情報収集・伝達に関

する基本的な事項などをまとめた「防災情報ガイド」を作成しました。 

この冊子を各自治会町内会に配布しますので、ご活用ください。 
 
 

１ 冊子の概要及び構成 

（１）概要 

・ 災害時の情報収集・伝達に関する基本的事項を集約 

・ 自助・共助の行動に関する情報も記載 

（２）構成 

項目 内容 

第１章 

総則 

・情報収集・伝達の基本 など 

第２章 

災害の種別に応じた 

情報の種類と収集手段 

・情報の種類と内容 

・情報収集手段 

・具体的な情報受伝達内容 

（①風水害等、②震災、③都市災害に分類） 

第３章 

情報の種類と対応する

情報収集手段総括表 

・情報の種類と情報収集手段の関係を総括した表 

   

２ 冊子の配布等について 

（１）自治会町内会への配布 

各自治会町内会長へ１部ずつ配布します。 

（２）その他の配布先等 

区役所総務課及び市庁舎（市民情報センター・危機管理室）で配布し

ます。 

また、冊子のデータを市ホームページに掲載します。 
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